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投資信託に関する監督指針の改正について 

 

○ 金融庁としては、一層の適切な販売・勧誘を促進するための具体的な取組みと

して、先般(平成 24 年 2 月 15 日)、投資信託の販売・勧誘等に関する監督指針の

改正を公表したところ 

 

○ 監督指針改正の主な内容は、以下のとおり。 

① 通貨選択型ファンドについては、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複

雑な為替変動リスクを伴うことから、通貨選択型ファンドへの投資経験が無い

顧客への勧誘・販売時において、顧客から、商品特性・リスク特性を理解した

旨の確認書を受け入れ、これを保存するなどの措置をとっているか。 

 

② 市場動向の急変や市場に重大なインパクトを与える事象が発生し、投資信託

の基準価額に重大な影響を与えた場合において、顧客に対して適時適切な情報

提供に努め、顧客の投資判断をきめ細かくサポートしているか。また、投資信

託委託会社は、市場動向の急変や市場に重大なインパクトを与える事象の発生

時において、運用状況等についてのレポートを速やかに作成し、販売した金融

商品取引業者に提供しているか。 

 

③ 元本の安全性を重視するとしている顧客に対して、通貨選択型ファンドなど

のリスクの高い商品を販売する場合には、管理職による承認制とするなどの慎

重な販売管理を行っているか。 

 

④ 契約締結前交付書面の交付の際に、金融ＡＤＲ制度についての説明を行って

いるか。また、顧客から苦情の申出があった場合には、真摯な対応をとるとと

もに、当事者間の話し合いでは顧客の理解が得られない場合や、損害賠償金額

の確定が困難である場合には、改めて金融ＡＤＲ制度について説明を行ってい

るか。 

 

⑤ 投資信託の分配金に関して、分配金の一部又は全てが元本の一部払戻しに相

当する場合があることを、顧客に分かり易く説明しているか。 

 

⑥ 顧客の投資意向、投資経験等の顧客属性等を適時適切に把握するため、顧客

カードについては、顧客の投資目的・意向を十分確認して作成し、顧客カード
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等の登録内容を金融商品取引業者と顧客の双方で共有しているか。また、顧客

の申出に基づき、顧客の投資目的・意向が変化したことを把握した場合には、

顧客カード等の登録内容の変更を行い、変更後の登録内容を金融商品取引業者

と顧客の双方で共有するなど、投資勧誘に当たっては、当該顧客属性等に則し

た適正な勧誘に努めるよう役職員に徹底しているか。 
















